
教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
教育支援
課

令和６年度県
立高校ＩＣＴ支
援員派遣業務

令和6年6
月24日

13,200,000
（株）学映システム沖縄営
業所

沖縄県与那原町字東浜８
０番４

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、当団体が「1人１台端末」を活用した授業
支援等、幅広い分野にて精通していると判断し
た。

2
教育支援
課

令和６年度特
別支援教育就
学奨励事務シ
ステム保守業
務

令和6年4
月1日

1,483,900
富士通Japan（株）沖縄支
社

沖縄県那覇市久茂地1-
12-12ニッセイ那覇セン
タービル

第167条の２
第１項第２号

同社は、本システムの構築を行っており、シス
テムの構造等を熟知している。そのため、保守
に関して適正で効率の良い作業が期待でき、
また万が一障害が発生した場合に復旧するた
めのノウハウを有していることから迅速な対応
が可能であると判断し選定した。

特命随意
契約

3
教育支援
課

令和６年度特
別支援教育就
学奨励事務シ
ステム改修及
び設定業務

令和6年5
月7日

6,227,100
富士通Japan（株）沖縄支
社

沖縄県那覇市久茂地1-
12-12ニッセイ那覇セン
タービル

第167条の２
第１項第２号

本システムは、番号制度に対応したシステムで
あり、システムの構築・保守を行っている同社
は、システムの構造等を熟知している。そのた
め、適正で効率の良い作業が期待でき、また
万が一障害が発生した場合に復旧するための
ノウハウを有していることから迅速な対応が可
能であると判断した。

特命随意
契約

4
教育支援
課

沖縄県バス通
学費支援事業
専用ＯＫＩＣＡ発
行業務委託契
約

令和6年4
月1日

14,604,700 沖縄ＩＣカード（株）

沖縄県那覇市久米２丁目
４番地１３号　明治安田
生命沖縄ビル４階

第167条の２
第１項第２号

ＯＫＩＣＡは、同社によって管理・運営がなされ
ており、同社でなければ、本事業に係る専用Ｏ
ＫＩＣＡの発行ができないため。

特命随意
契約

5
教育支援
課

沖縄県バス通
学費支援事業
運賃改定ツー
ル構築業務委
託

令和6年4
月26日

1,815,000 沖縄ＩＣカード（株）

沖縄県那覇市久米２丁目
４番地１３号　明治安田
生命沖縄ビル４階

第167条の２
第１項第２号

ＯＫＩＣＡは、同社によって管理・運営がなされ
ており、同社でなければ、本事業に係る専用Ｏ
ＫＩＣＡの発行ができないため。

特命随意
契約

6
学校人事
課

人事情報管理
システム運用
保守管理業務
委託

令和6年4
月1日

5,451,270 (株)リウコム
沖縄県那覇市久茂地1丁
目7番1号

第167条の２
第１項第２号

同社は本システムの開発者であり著作権も保
有している。システムの構造に精通しており、
緊急時の迅速な対応及び効率的な解決、復旧
処理が期待できるため。

特命随意
契約

7
学校人事
課

県立学校教職
員に係る手話
通訳者派遣事
業委託単価契
約

令和6年4
月1日

1,036,000
（一社）沖縄県聴覚障害
者協会

沖縄県那覇市首里石嶺
町4-373-1 沖縄県総合
福祉センター西棟3階

第167条の２
第１項第２号

学校からの派遣要請に随時対応可能な体制を
整え、安定的に高い技術を有する手話通訳者
を派遣できるのは県内では同協会のみである
ことから、契約の相手方として選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

8
働き方改
革推進課

令和６年度教
職員元気力
アップ事業委託
契約

令和6年4
月17日

1,646,436
（一社）沖縄県公認心理
師協会

沖縄県那覇市首里石嶺
町４-373-１

第167条の２
第１項第２号

教職員のメンタルヘルス対策として、県立学校
における教職員の相談・面談に対応する公認
心理師（臨床心理士）を派遣することで、セルフ
ケアや同僚・管理者等で支援する体制づくりを
構築することが目的である。学校からの緊急
の面談等の要請に対し随時対応体制を備える
必要があり、それに対応できるのは、県内では
同協会だけである。

特命随意
契約

9
働き方改
革推進課

令和６年度産
業医委託契約
（本庁及び職員
50人未満の出
先機関）

令和6年4
月1日

1,272,000 個人につき非公表 個人につき非公表
第167条の２
第１項第２号

産業医は、医師のうちから選任することになっ
ており、医師であることに加えて職員の健康管
理等に関する専門的知識が必要とされる。同
氏は、沖縄労働局労働衛生指導医や沖縄産
業保健総合支援センター相談員を努めるな
ど、沖縄県労働者の産業保健活動に関して、
豊富な経験と実績を有している。同氏を選任す
ることにより、職員の健康管理及び労働衛生
教育に関して十分な指導、助言が期待できる。

特命随意
契約

10
働き方改
革推進課

令和６年度人
間ドック式健康
診断に関する
業務委託

令和6年4
月22日

2,418,000
公立学校共済組合沖縄
支部

沖縄県那覇市泉崎1丁目
2番2号

第167条の２
第１項第２号

公立学校共済組合沖縄支部は組合員の福利
厚生の事業の一環として人間ドックを実施して
おり、職員の多くが人間ドックを受診している。
したがって、同支部に健診の実施を委託し、健
診結果の提供を受けることで、効率的に職員
の健康状態を把握し、疾病の予防や健康増進
を図ることができるため。

特命随意
契約

11
県立学校
教育課

令和６年度「国
際性に富む人
材育成留学事
業」（令和５年
度派遣生の滞
在・帰国に係る
業務）委託

令和6年4
月1日

2,399,430

「国際性に富む人材育成
留学事業」（令和５年度派
遣生に係る業務）受託コ
ンソーシアム
①公益社団法人日本国
際生活体験協会
②日新航空サービス
（株）

①東京都文京区小石川２
丁目５番地12号
②東京都中野区本町１丁
目32番地２号ハーモニー
タワー

第167条の２
第１項第２号

本事業は、令和４年度に派遣生を募集・選考、
令和５年度に留学先へ派遣し、令和６年度に
留学先から帰国するという３年間の継続事業
の３年目の事業となっている。
派遣生の安全確保を図るためには、派遣生及
び関係機関と継続的に調整等を行うことが不
可欠となる。このため、令和４年度及び令和５
年度と同一の者を契約の相手方とした。なお、
令和４年度の業者選定にあたっては、公募型
プロポーザル方式により契約先を選定してい
る。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

12
県立学校
教育課

令和６年度「国
際性に富む人
材育成留学事
業」（令和６年
度派遣生の派
遣・滞在に係る
業務）委託

令和6年4
月1日

49,073,292

「国際性に富む人材育成
留学事業」（令和６年度派
遣生に係る業務）受託コ
ンソーシアム
①公益社団法人日本国
際生活体験協会
②日新航空サービス
（株）

①東京都文京区小石川２
丁目５番地12号
②東京都中野区本町１丁
目32番地２号ハーモニー
タワー

第167条の２
第１項第２号

本事業は、令和５年度に派遣生を募集・選考、
令和６年度に留学先へ派遣し、令和７年度に
留学先から帰国するという３年間の継続事業
の２年目の事業となっている。
派遣生の安全確保を図るためには、派遣生及
び関係機関と継続的に調整等を行うことが不
可欠となる。このため、令和５年度と同一の者
を契約の相手方とした。なお、令和５年度の業
者選定にあたっては、公募型プロポーザル方
式により契約先を選定している。

特命随意
契約

13
県立学校
教育課

令和６年度合
理的配慮に係
る環境整備事
業業務委託

令和6年4
月1日

8,750,000

わくわくの会・サイオンコ
ミュニケーションズコン
ソーシアム
①(特非)わくわくの会
②サイオンコミュニケー
ションズ(株)

①沖縄県西原町字小橋
川91番地の1
②沖縄県宜野湾市宇地
泊558-18　宜野湾ベイサ
イド情報センター3-1

第167条の２
第１項第２号

プロポーザルによる企画提案を受け、厳正に
審査した結果、当団体が特別支援教育を理解
し、必要な専門知識を有し、柔軟に合理的配
慮を提供することができると判断したため。

14
県立学校
教育課

令和６年度就
学継続支援員
配置事業業務
委託

令和6年4
月1日

56,269,000
（特非）サポートセンター
ゆめさき

沖縄市高原６丁目７番４
０号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ、同社の提案は、本事業の目的を踏まえた
事業者の明確な考え方が示されており、本県
の現状と課題を的確に認識し、具体的かつ合
理的に事業提案されていた。また、組織体制
や事業を適切に遂行できる能力を有しているこ
とから選定した。

15
県立学校
教育課

キャリア・ビルド
アップ事業「高
度人材育成事
業」業務委託

令和6年4
月3日

28,309,000

キャリア・ビルドアップ事
業「高度人材育成事業」
業務受託コンソーシアム
①（株）ケイオーパート
ナーズ
②（株）ジョイオブクリエー
ション
③一般社団法人グッジョ
ブおきなわプロジェクト

①沖縄県那覇市樋川１-
27-11
②沖縄県那覇市樋川２-
２-５
③沖縄県那覇市安里10
番地４　Fステージ安里
605

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、その
企画提案内容等を選定委員会において審査し
たところ、当団体が事業目的に応じたコーディ
ネーターの配置やデュアルシステムについて
精通していることから、契約の相手方として選
定した。

16
県立学校
教育課

キャリア・ビルド
アップ事業「就
職活動キックオ
フ研修」業務委
託

令和6年4
月3日

31,999,999

キックオフ研修事業コン
ソーシアム
①一般社団法人グッジョ
ブおきなわプロジェクト
②（株）ケイオーパート
ナーズ

①沖縄県那覇市安里10
番地４　Fステージ安里
605
②沖縄県那覇市樋川１-
27-11

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、当団体が職業紹介業務及び職業意識啓
発等の関連事業に精通していると判断したた
め契約の相手方として選定した。



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円
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17
県立学校
教育課

就業体験・職場
体験受入事業
所開拓業務委
託

令和6年4
月3日

7,128,000

就業体験・職場体験受入
事業所開拓業務受託コン
ソーシアム
①（株）ケイオーパート
ナーズ
②（株）日本旅行沖縄

①沖縄県那覇市樋川１丁
目27番11号
②沖縄県那覇市久茂地３
丁目21番１号　國場ビル
２階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、当団体が受入事業所における就業体験
の現状及び課題に精通していることから、契約
の相手方として選定した。

18
県立学校
教育課

キャリア・ビルド
アップ事業
「キャリア教育
推進事業」業務
委託

令和6年4
月3日

54,222,999

キャリア教育推進事業コ
ンソーシアム
①一般社団法人グッジョ
ブおきなわプロジェクト
②（株）キャリアリンク

①沖縄県那覇市安里10
番地４　Fステージ安里
605
②大阪府大阪市中央区
東心斎橋１丁目14番15

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、当団体がキャリア教育の現状及び課題
に精通していることから、契約の相手方として
選定した。

19
県立学校
教育課

自立を目指す
特別支援教育
環境整備事業
に係る就労支
援コーディネー
ター業務委託

令和6年4
月22日

10,156,148 トータルサポート商会 沖縄県読谷村都屋３－１
第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、当団体が十分な障害理解及び障害者の
就労全般について精通していると判断したた
め、契約の相手方として選定した。

20
県立学校
教育課

令和６年度進
学エンカレッジ
推進事業業務
委託

令和6年4
月23日

75,760,000
（株）近畿日本ツーリスト
沖縄

沖縄県那覇市久米２丁目
４番16号　大樹生命那覇
ビル６階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、当団体が本県の進路指導における現状
及び課題（進路未決定率や大学等進学率）に
精通していることから、契約の相手方として選
定した。

21
県立学校
教育課

グローバル・
リーダー育成
短期研修事業
アメリカ高等教
育体験研修事
業委託

令和6年4
月30日

34,949,000
（株）近畿日本ツーリスト
沖縄

沖縄県那覇市久米２丁目
４番16号　大樹生命那覇
ビル６階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、その
企画提案内容等を選定委員会において審査し
たところ、当団体が海外研修及び海外渡航に
ついて精通していることから、契約の相手方と
して選定した。

22
県立学校
教育課

令和６年度県
立学校日本語
支援事業に係
る業務委託

令和6年5
月2日

30,898,737 （株）うなぁ沖縄
沖縄県うるま市字川田
402番地１　２階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、その
企画提案内容等を選定委員会において審査し
たところ、当団体が日本語支援の現状と課題
に精通していることから、契約の相手方として
選定した。

23
県立学校
教育課

令和６年度アジ
ア高校生オンラ
イン国際交流
事業（国際性に
富む人材育成
事業）業務委託

令和6年6
月3日

10,567,000
（特非）沖縄平和協力セ
ンター

沖縄市那覇市久米１丁目
５番18号　稲福ビル201-
B

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、その
企画提案内容等を選定委員会において審査し
たところ、当団体が海外学校や海外専門人材
との協働的な取組に精通していることから、契
約の相手方として選定した。
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契約の相手方の選定理由 その他

24
県立学校
教育課

高校生問題行
動等防止推進
事業の実施に
伴う業務委託

令和6年6
月13日

3,867,000 丸正印刷(株)
沖縄県中頭郡西原町字
小那覇1215番地

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ同社の提案は、本事業の目的を踏まえた事
業者の明確な考え方が示されており、事業目
的を達成するための効果的な内容となってい
た。また、組織体制や事業を適切に遂行できる
能力を有していることから、契約の相手方とし
て選定した。

25
義務教育
課

令和６年度「24
時間子供SOS
ダイヤル」業務
委託

令和6年4
月1日

10,777,800 ダイヤル・サービス（株）
東京都千代田区九段南１
－６－５　九段会館テラス
３階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、同社の提案は事業実績及び業務実施体
制に優れていることから、契約の相手方として
選定した。

26
義務教育
課

沖縄県学力向
上新Ｗｅｂシス
テム保守・運用
業務委託

令和6年4
月1日

1,452,000

オーシーシー共同企業体
①（株）オーシーシー
②（株）システム研究所
③学悠出版（株）

①沖縄県浦添市沢岻2丁
目17番1号
②福井県福井市御幸2丁
目17番25号
③愛知県名古屋市千種
区千種1丁目15番1号

第167条の２
第１項第２号

同企業体は、本システム及び関連するシステ
ムを開発しており、本企業体でなければ保守
管理等が困難となるため。

特命随意
契約

27
義務教育
課

令和６年度沖
縄県学力到達
度調査問題作
成業務委託

令和6年6
月24日

4,381,850

学力到達度調査問題作
成業務共同企業体
①東京書籍（株）　九州支
社
②（株）日本教育研究セ
ンター

①福岡県福岡市中央区
赤坂１丁目16番10号
②大阪府大阪市中央区
内本町2丁目3番8号1010

第167条の２
第１項第２号

本調査は、本県児童生徒の学力の課題を把握
した上で授業改善の取組に生かすことができ
るものでなければならない。その委託にあたっ
ては、プロポーザル方式により広く企画提案の
公募を行い、それぞれの提案者の実績、実施
体制等を勘案した上で、業務目的の達成に最
も適した業者を選定した。

28
義務教育
課

令和６年度沖
縄県子育て支
援員研修業務
委託

令和6年5
月9日

4,182,825
（株）東京リーガルマイン
ド

東京都千代田区神田三
崎町二丁目２番１２号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、研修の実施方法や事業実施体制等、子
育て関連の研修事業に精通しており当団体が
子育て支援員研修の事業を遂行できる見込み
が高かったことから、契約の相手方として選定
した。

29
義務教育
課

令和６年度沖
縄県保育士等
キャリアアップ
研修業務委託

令和6年6
月26日

11,127,525
（株）ポピンズプロフェッ
ショナル

東京都渋谷区広尾５－６
－６

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、子育て関連の研修事業に精通しており当
団体が保育士等キャリアアップ研修の事業を
遂行できる見込みが高かったことから、契約の
相手方として選定した。



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

30 文化財課

首里城跡南城
郭仮設施設維
持管理業務委
託

令和6年4
月1日

2,018,245 （株）武村石材建設
沖縄県那覇市字上間４８
５－１

第167条の２
第１項第６号

首里城跡南城郭の石積の目地開きを閉じる工
事は、武村石材建設が請け負って令和４年度
から実施しており、工事に使用する仮設足場
等は同社が設置し、管理している。同社と契約
することにより、仮設足場等を撤去する必要が
なくなり、工事の継続が可能となる。履行期間
の短縮と経費の削減を実現できるため、同社
を契約相手方とした。

特命随意
契約

31 文化財課
令和６年度　首
里城跡南城郭
石積修復工事

令和6年5
月23日

14,190,000 （株）武村石材建設
沖縄県那覇市字上間４８
５－１

第167条の２
第１項第６号

首里城跡南城郭の石積の目地開きを閉じる工
事は令和４年度から左社が請け負っていた
が、令和６年度への事故繰越不承認により、
令和５年度末で工事を中止となった。同社と契
約することにより、工事の速やかな再開が可能
となる。履行期間の短縮と経費の削減を実現
できるため、同社を契約相手方とした。

特命随意
契約

32 文化財課

令和６年度　首
里城跡南城郭
石積修復工事
に係る現場に
係る現場技術
委託

令和6年5
月27日

2,002,000 （株）国建
沖縄県那覇市久茂地１丁
目２番20号

第167条の２
第１項第２号

　本件は史跡指定範囲かつ世界遺産「琉球王
国のグスク及び関連遺産群」の構成要素に対
する業務であり、修復に当たっては復元であっ
ても真実性の保護が評価基準を維持する上で
不可欠となるため、グスクの石積修復に関する
経験・知識を特に必要とする。同社は、多数の
指定史跡における業務実績を有していること
から、契約の相手方とした。

特命随意
契約

33 文化財課
令和６年度円
覚寺跡三門復
元整備工事

令和6年5
月31日

52,866,000 金城建設
沖縄県那覇市泊２丁目５
番５号ライオンズマンショ
ン　ソフィア泊３０３

第167条の２
第１項第２号

本工事は一般的な工事とは異なり、伝統技法
を有した木造、歴史的建造物の補修・復元の
技術や経験を有する必要がある。県内におい
て、本県の歴史や文化財等に精通するスタッフ
を抱え、一級建築大工技能士の資格や文化財
建造物木工技能者として認定を受け、日本伝
統建築技術保存会の会員が唯一所属している
同社を契約の相手方として選定した。

特命随意
契約

34 文化財課

令和６年度円
覚寺跡三門復
元整備工事監
理業務委託

令和6年6
月6日

2,442,000 （株）国建
沖縄県那覇市久茂地１丁
目２番20号

第167条の２
第１項第２号

本業務は、平成28年度から令和元年度にかけ
て実施した実施設計業務及びそれに伴う設計
図書の作成と一連の業務である。古建築や寺
院建築等の歴史的建造物を取り扱う特殊な内
容であり、古写真等の資料収集及び解析・検
討する極めて高い専門知識・経験を有する必
要があるため、設計業務を担当した左社を契
約の相手方とした。なお、設計者と工事監理者
を異なるようにすることで、第三者性を確保す
る。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

35
総合教育
センター

産業技術教育
用実習機器保
守管理業務

令和6年4
月1日

4,730,000
前原エンタープライズ
（株）

沖縄県那覇市銘苅1丁目
14番16号

第167条の２
第１項第２号

当該機器は同社が正規代理店であり、保守業
務が行われるのは、同社のみとなっているた
め

特命随意
契約

36
県立図書
館

令和６年度新
刊全件マーク
等データ使用
契約

令和6年4
月1日

2,420,000 (株)図書館流通センター
東京都文京区大塚三丁
目１番１号

第167条の２
第１項第２号

本マークについては、システム導入調査検討委員
会において、書誌データの網羅性・正確性・詳細性・
提供速度等に係る評価に基づき、同社を選定し、そ
の規格に適合する形でデータベースを構築した。書
誌データの規格は各事業者で異なるため、構築した
同一業者でなければ障害等が発生した場合、書誌
データの検索・編集や選書等の業務に支障を来す
ことが想定されるため同社と契約を締結した。

特命随意
契約

37
埋蔵文化
財センター

自然科学分析
業務委託

令和6年4
月26日

1,518,000
パリノ・サーヴェイ（株）沖
縄支店

沖縄県宜野湾市嘉数１丁
目１８－１７

第167条の２
第１項第２号

本業務は分析業務を直営で行い、その結果を
的確に評価できる実績を持つ事業者かつ、県
内に作業場を持っている事業者に委託する必
要がある。県内においてその条件を満たす事
業者が、実質的には１者のみである。

特命随意
契約

38
埋蔵文化
財センター

パソコン機器一
式賃貸借（県内
遺跡）

令和6年4
月1日

1,049,400 富士フイルムBI沖縄（株）
沖縄県那覇市おもろまち
１丁目３－１２

第167条の２
第１項第２号

本業務で賃貸借する機器類は、既存の埋蔵文
化財情報共有化システムに随時アクセスして
使用するものであり、システムの一部を構成す
るものである。
単一システムの保守にあたっては、同一の業
者に設定・維持管理等を任せなければ、障害
発生時の対応や連絡体制が煩雑となり、業務
に支障を来す恐れがあり、システムの運用自
体が困難となる場合も想定されるため、既存シ
ステムの受注業者を契約の相手方として選定
した。

特命随意
契約

39
埋蔵文化
財センター

パソコン機器一
式賃貸借（トリ
イ）

令和6年4
月1日

1,056,000 富士フイルムBI沖縄（株）
沖縄県那覇市おもろまち
１丁目３－１２

第167条の２
第１項第２号

本業務で賃貸借する機器類は、既存の埋蔵文
化財情報共有化システムに随時アクセスして
使用するものであり、システムの一部を構成す
るものである。
単一システムの保守にあたっては、同一の業
者に設定・維持管理等を任せなければ、障害
発生時の対応や連絡体制が煩雑となり、業務
に支障を来す恐れがあり、システムの運用自
体が困難となる場合も想定されるため、既存シ
ステムの受注業者を契約の相手方として選定
した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

40
埋蔵文化
財センター

パソコン機器一
式賃貸借（嘉手
納）

令和6年4
月1日

970,200 富士フイルムBI沖縄（株）
沖縄県那覇市おもろまち
１丁目３－１２

第167条の２
第１項第２号

本業務で賃貸借する機器類は、既存の埋蔵文
化財情報共有化システムに随時アクセスして
使用するものであり、システムの一部を構成す
るものである。
単一システムの保守にあたっては、同一の業
者に設定・維持管理等を任せなければ、障害
発生時の対応や連絡体制が煩雑となり、業務
に支障を来す恐れがあり、システムの運用自
体が困難となる場合も想定されるため、既存シ
ステムの受注業者を契約の相手方として選定
した。

特命随意
契約

41
埋蔵文化
財センター

パソコン機器一
式賃貸借（シュ
ワブ）

令和6年4
月1日

970,200 富士フイルムBI沖縄（株）
沖縄県那覇市おもろまち
１丁目３－１２

第167条の２
第１項第２号

本業務で賃貸借する機器類は、既存の埋蔵文
化財情報共有化システムに随時アクセスして
使用するものであり、システムの一部を構成す
るものである。
単一システムの保守にあたっては、同一の業
者に設定・維持管理等を任せなければ、障害
発生時の対応や連絡体制が煩雑となり、業務
に支障を来す恐れがあり、システムの運用自
体が困難となる場合も想定されるため、既存シ
ステムの受注業者を契約の相手方として選定
した。

特命随意
契約

42
埋蔵文化
財センター

パソコン機器一
式賃貸借（首里
高校）

令和6年4
月1日

843,480 富士フイルムBI沖縄（株）
沖縄県那覇市おもろまち
１丁目３－１２

第167条の２
第１項第２号

本業務で賃貸借する機器類は、既存の埋蔵文
化財情報共有化システムに随時アクセスして
使用するものであり、システムの一部を構成す
るものである。
単一システムの保守にあたっては、同一の業
者に設定・維持管理等を任せなければ、障害
発生時の対応や連絡体制が煩雑となり、業務
に支障を来す恐れがあり、システムの運用自
体が困難となる場合も想定されるため、既存シ
ステムの受注業者を契約の相手方として選定
した。

特命随意
契約

43
埋蔵文化
財センター

保存修理業務
委託

令和6年5
月15日

4,778,290 （株）芸匠
東京都杉並区和田３－６
０－１３

第167条の２
第１項第２号

重要文化財の保存修理において、特殊な技
術、文化財の管理に万全を期すことができる
体制、修理技術及び技法の一貫性を保つため
実績のある業者を選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

44
埋蔵文化
財センター

発掘調査支援
業務委託

令和6年6
月3日

214,500,000
（株）アーキジオパシ
フィック支店

沖縄県宜野湾市野嵩３丁
目２番８号

第167条の２
第１項第８号

一般競争入札を実施したが、再度の入札でも
落札者がなく、随意契約を締結した。

特命随意
契約

45
名護高等
学校

令和6年度学校
検診業務委託

令和6年4
月1日

1,733,699
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

46
コザ高等学
校

定期健康診断
委託業務

令和6年4
月1日

2,014,089
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

47
コザ高等学
校

塵芥処理業務
委託

令和6年4
月1日

2,178,000 （有）コザ公衆衛生社
沖縄市大里３丁目２６番
２５号

第167条の２
第１項第８号

再度の入札に付し落札者がないことから、最
低額を入札した者から見積を徴収し随意契約
を締結した。

特命随意
契約

48
読谷高等
学校

学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,640,287
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

49
普天間高
等学校

生徒及び職員
の定期健康診
断委託契約

令和6年4
月1日

1,822,117
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

50
首里高等
学校

令和５年度健
康診断業務委
託

令和6年4
月1日

2,076,470
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

51
美里高等
学校

学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,125,420
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

52
那覇高等
学校

令和６年度学
校健診業務委
託

令和6年4
月1日

2,161,115
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

53
小禄高等
学校

学校健診業務
委託契約

令和6年4
月1日

1,816,716
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

54
豊見城高
等学校

学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,668,447
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

55
知念高等
学校

生徒・職員の健
康診断業務委
託

令和6年4
月1日

1,630,541
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

56
糸満高等
学校

令和６年度
学校健診業務
委託契約

令和6年4
月1日

1,845,811
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

57
西原高等
学校

令和6年度学校
健診業務委託

令和6年4
月1日

1,729,332
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

58
浦添高等
学校

令和６年度学
校検診業務委
託契約

令和6年4
月1日

1,843,021
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

59
北谷高等
学校

令和６年度学
校健診業務委
託

令和6年4
月1日

1,586,123 （一社）中部地区医師会
沖縄県北谷町字宮城１－
５８４

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

60
南風原高
等学校

学校健診業務
委託（生徒・職
員の健康診断）

令和6年4
月1日

1,688,247
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

61
陽明高等
学校

令和6年度生徒
職員の学校健
診業務委託契
約

令和6年4
月1日

1,385,736
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

62
陽明高等
学校

令和6年度塵芥
処理業務手数
料

令和6年4
月1日

1,131,144 （有）浦添清掃
沖縄県浦添市仲西１丁目
２３番９号

第167条の２
第１項第２号

浦添市では廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第７条第１項、第６項、第１１項による浦添
市の地区割り制度で許可業者が指定されてい
るため。

特命随意
契約

63
宜野湾高
等学校

学校検診業務
委託契約

令和6年4
月1日

1,520,222
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

64
具志川高
等学校

令和６年度　生
徒及び職員の
定期健康診断

令和6年4
月1日

1,101,078
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

65
北中城高
等学校

令和６年度　学
校健診業務委
託

令和6年4
月1日

1,532,476
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

66
首里東高
等学校

生徒・職員健康
診断委託契約

令和6年4
月1日

1,236,125
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

67
那覇西高
等学校

令和６年度健
康診断業務委
託

令和6年4
月1日

2,150,654
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

68
那覇国際
高等学校

令和6年度
学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,964,446
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

69
中部農林
高等学校

令和6年度学校
検診業務委託

令和6年4
月1日

1,408,792
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

70
南部農林
高等学校

学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,085,282
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

71
美来工科
高等学校

学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,593,108
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

72
美里工業
高等学校

学校健診業務
委託契約

令和6年4
月1日

1,046,496
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第６号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

73
那覇工業
高等学校

学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,249,336
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

74
沖縄工業
高等学校

令和６年度
学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,855,876
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

75
浦添工業
高等学校

令和6年度塵芥
処理業務手数
料

令和6年4
月1日

1,274,196 （有）浦添清掃
沖縄県浦添市仲西１丁目
２３番９号

第167条の２
第１項第２号

浦添市では廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第７条第１項、第６項、第１１項による浦添
市の地区割り制度で許可業者が指定されてい
るため。

特命随意
契約

76
中部商業
高等学校

学校健診業務
委託契約

令和6年4
月1日

1,287,759
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

77
那覇商業
高等学校

令和6年度学校
検診事業業務
委託（全日制・
定時制）

令和6年4
月1日

2,010,503
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

78
浦添商業
高等学校

令和6年度塵芥
処理業務委託
契約

令和6年4
月1日

1,220,100
(有)又吉クリーンサービ
ス

沖縄県浦添市牧港1-32-
3　丸栄荘2Ｆ2号

第167条の２
第１項第２号

浦添市では廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第７条第１項、第６項、第１１項による浦添
市の地区割り制度で許可業者が指定されてい
るため。

特命随意
契約

79
浦添商業
高等学校

令和6（2024）
年度　学校健
診業務委託

令和6年4
月1日

1,426,161
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

80
具志川商
業高等学
校

令和6年度学校
検診業務委託

令和6年4
月1日

1,214,059
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

81
沖縄水産
高等学校

定期健康診断
業務委託

令和6年4
月1日

1,833,271
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

82
沖縄水産
高校（実習
船）

海外代理店業
務委託

令和6年4
月1日

6,160,000 林兼石油（株）下関支店
山口県下関市大和町一
丁目13番9号

第167条の２
第１項第２号

実習船「海邦丸」は乗船実習で海外寄港を実
施している。海外に寄港する際は、税関・検
疫・港湾施設利用手続きなどのほか、生徒や
船員の食糧・水・医薬品等の補給など様々な
業務がある。円滑に実習船の航海を行うため、
過去に受託実績のある同社が適切であると判



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

83
開邦高等
学校

令和6年度学校
検診業務委託
契約

令和6年4
月1日

1,413,797
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

84
球陽高等
学校

令和6年度生
徒・職員定期健
康診断業務委
託

令和6年6
月1日

1,809,863
（一社）中部地区医師会
検診センター

沖縄県北谷町字宮城１－
５８４

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

85
向陽高等
学校

学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,349,711
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

86
宮古高等
学校

健康診断業務
委託契約

令和6年4
月1日

1,273,908
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

87
八重山高
等学校

生徒の学校検
診業務委託契
約

令和6年4
月1日

1,177,260
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

88
名護商工
高等学校

令和６年度学
校検診業務委
託

令和6年4
月1日

1,088,395
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

89
泊高等学
校

学校検診業務
委託

令和6年4
月1日

1,625,745
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

90
沖縄盲学
校

令和６年度高
等部普通科点
字教科書購入

令和6年4
月3日

1,435,717 沖縄県教科書供給（株）
沖縄県那覇市港町４丁目
６－４

第167条の２
第１項第２号

教科書を点訳する出版所については、全国盲
学校普通教育連絡協議会から届く一覧表の中
から教科書を採択することになっている。その
ため、発行できる相手方は他に存在せず同社
でなければ納入できない。

特命随意
契約

91
沖縄盲学
校

令和６年度高
等部普通科点
字教科書購入

令和6年4
月3日

3,311,410 （福）東京点字出版所
東京都三鷹市下連雀３－
３２－１０

第167条の２
第１項第２号

教科書を点訳する出版所については、全国盲
学校普通教育連絡協議会から届く一覧表の中
から教科書を採択することになっている。その
ため、発行できる相手方は他に存在せず同社
でなければ納入できない。

特命随意
契約

92
沖縄盲学
校

令和６年度高
等部専攻科点
字教科書購入

令和6年4
月3日

1,062,250
（福）岡山ライトハウス点
字出版所

岡山県岡山市北区今１－
７－２５

第167条の２
第１項第２号

教科書を点訳する出版所については、全国盲
学校普通教育連絡協議会から届く一覧表の中
から教科書を採択することになっている。その
ため、発行できる相手方は他に存在せず同社
でなければ納入できない。

特命随意
契約

93
美咲特別
支援学校

令和6年度学校
健診業務委託
契約書(児童生
徒,職員)

令和6年4
月1日

1,867,910
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和６年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

94
大平特別
支援学校

令和6年度学校
健診業務委託

令和6年4
月1日

1,445,785
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

95
島尻特別
支援学校

令和６年度
学校健診業務
委託

令和6年4
月1日

1,350,184
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

96
那覇みらい
支援学校

令和６年度学
校健診業務委
託契約

令和6年4
月1日

1,330,505
（一財）沖縄県健康づくり
財団

沖縄県南風原町字宮平
212番地

第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施できる業者を選定した。

特命随意
契約


